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１． 事業計画・全般的事項 

１）事前の指摘事項への対応 

No. 指摘事項 対応方針 備考 
1 仮設調整池計画について（要約書４ペー

ジ）、仮設調整池の設置位置は南東部の農業

用排水路に接した位置とあるが、図２に位置

を示すべきである。また、東部排水路の完成

予定年などを記述すること。また、準備書本

編にも記述が見当たらない。 

ご指摘のとおり、記述いたします。 
また、（仮称）東部排水路の完成予定

年度は 28 年度となっております。 

第1回審査会

資料 3－2 
別紙－１ 
参照 

2 現況土地利用の記述（要約書 10 ページ）

は、仙台市全体について記述されているが、

概況調査範囲について記述すべきではない

か。 

概況調査範囲の現況土地利用につ

いても、評価書の要約書に記述いた

します。 

第1回審査会

資料 3－2 
別紙－２ 
参照 

２）第 1回審査会の指摘事項への対応（平成 24 年 6 月 27 日） 

No. 指摘事項 対応方針 備考 
1 盛土用土は、身近にある震災土砂や近隣の

事業から発生する残土も使えるようであれ

ば、有効的、積極的に活用したほうがよい。

ご指摘を踏まえ、下記の文章を加

筆します。 
 
盛土材は全て購入土で計画してい

るが、復旧・復興作業や、近隣他事

業で発生する土砂等について、再利

用の可否を検討し可能なものであれ

ば積極的に受け入れ、使用する方針

である。 

別紙－１ 
参照 

2 仮設調整池の計算結果を示されたい。 別紙の資料を、評価書の資料編に

添付します。なお、この資料は仙台

市下水道課及び仙台東土地改良区と

の協議に使用したものです。 

別紙－２ 
参照 

3 仮設調整池を埋め戻すときは、コンクリー

ト構造物（流入口、排出口を含む）は完全に

撤去するのか。 

仮設調整池は、コンクリート構造

物は使用せず、法面は植生マットで

対応する計画です。また、流入口、

排出口（コンクリート）は埋め戻す

ときに全て撤去する計画です。 

別紙－３ 
参照 

 

 

２． 大気質 

１）事前の指摘事項への対応 

No. 指摘事項 対応方針 備考 
1 光化学オキシダントについて（準備書 V-6

ページ、要約書８ページ）、図 5.1-7 には昼

間の１時間値の最高値のみが示されている

が、最高値のみでは基準超過の実態がよくわ

からない。環境基準を超過した日数や平均値

も示すべきである。準備書に関しても単に

「環境基準を超過している」との記述のみで

はなく、具体的に記述していただきたい。 

図 5.1-7 に、昼間の 1 時間値の最

高値に加え、昼間の日最高 1 時間値

の平均値及び環境基準超過日数を加

えて記載いたします。 

第1回審査会

資料 3－2 
別紙－３ 
参照 

2 大気質および気象の調査期日（準備書

VII-4 ページ）、表 7.1-6 調査期日が「調査期

間は１年以上の期間とした」と記載されてい

るが、「調査期間」として具体的に調査を行

った期間を記すべきである。 

ご指摘のとおり、記述いたします。 第1回審査会

資料 3－2 
別紙－４ 
参照 
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No. 指摘事項 対応方針 備考 
3 交通量の推計について、準備書Ⅶ-1-50 ペ

ージのシミュレーションに用いた道路ネッ

トワークのベースは、震災後の道路ネットワ

ークのシミュレーションのベースとして使

用することが妥当なものであるのか。津波に

より浸水した地域の交通は、異なったものと

なるのではないか。 

シミュレーションは 2025 年（H37
年）の将来交通量のネットワークに

新たに路線を追加して交通量を再配

分し、路線別交通量の算定を行って

います。 
将来交通量は、2025 年（H37 年）

の段階では、震災前の水準に戻るも

のと考えております。 

 

4 準備書Ⅶ-1-50 について、「荒井地区内で計

画される道路網を追加」と記述されている

が、これは、荒井西土地区画整理事業だけで

なく、他の土地区画整理事業による道路網整

備も考慮されていると理解してよいか。 

現在施行中の荒井東地区、計画中

の荒井駅北、荒井南地区交通網を考

慮しております（準備書 資 5-2 ペ

ージ 「図 追加した道路網」参照）。 

 

5 準備書Ⅶ-1-50 について、（上記の質問と関

連する質問である）荒井地区では、本整理事

業以外にも土地区画整理事業がなされてお

り、それぞれにおいて、宅地及び業務用地が

計画されている。それらによる交通量の変化

をある程度想定の上でシミュレーションし

ているのか。 

2025 年（H37 年）の交通量は、

荒井西地区及び現在施行中の荒井東

地区、計画中の荒井駅北、荒井南地

区の交通量を見込んだ上でシミュレ

ーションしています。 

 

２）第 1回審査会の指摘事項への対応（平成 24 年 6 月 27 日） 

No. 指摘事項 対応方針 備考 
1 特になし   

 

 

３． 騒音・振動 

１）事前の指摘事項への対応 

No. 指摘事項 対応方針 備考 
1 航空機の影響について、測定結果（準

備書Ⅶ-2-11 ページ）から判断して、お

そらく風向きか何かの影響と考えられ

るが、日によって飛行コースが異なり、

そのことにより騒音の影響が異なって

いるようにも見える。その点は、どのよ

うに評価するのか。 
 

測定は、「航空機騒音に係る環境基準に

ついて」に基づき、連続７日間行い、１

日ごとの値（単位 WECPNL）を算出し、

そのすべての値をパワー平均して、環境

基準値と比較し、評価しています。した

がって、日によって飛行コースが異なる

ことによる、騒音状況の変化はおさえら

れているものと考えます。 

 

2 航空機の影響について、測定した７日

間では、１日あたりの機数が 6～61 機

であったようだが（準備書Ⅶ-2-11 ペー

ジ）、過去の測定では 132 機飛んでいる

日もあるようである（準備書Ⅴ-10 ペー

ジ）。このことについては、どのように

評価するのか。 

測定した７日間では、航空機騒音に係

る環境基準値を下回っていました。 
一方、既存資料では、現地調査地点より

も飛行場に近い地点で、飛行回数 132 回

の場合でも、測定結果は環境基準値を下

回っていました。 
したがって、仮に、現地調査時に飛行

回数 132 回程度に上った場合でも、環境

基準値を下回るものと想定されます。 
なお、騒音の測定に際しては、フライ

トスケジュールについて、自衛隊や市に

問い合わせましたが、「当日にならないと

わからない」とのことであり、影響が大

きくなる時期を捉えることは困難でし

た。 
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No. 指摘事項 対応方針 備考 
3 VII-2-15 において、添え字 i と j が正

確に定義されていないようなので、再確

認すること。これらの定義づけが ASJ
モデルと異なれば、一見用いた式は正し

く見えても、正しい計算結果にならな

い。 

修正いたします。 第1回審査会

資料 3－2 別

紙－５ 
参照 

4 等価騒音レベルの単位が、dB(A)と書

かれている箇所と、dB と書かれている

箇所があるが、dB(A)は、正式な単位で

はないので、評価書では、dB に統一す

べきである。 

dB に統一します。 第1回審査会

資料 3－2 別

紙－６ 
参照 

5 予測計算を示す式の表示等において、

立体、斜体の使い分けが、一部正確でな

い。 

ご指摘のとおり、修正いたします。 第1回審査会

資料 3－2 別

紙－５ 
参照 

２）第 1回審査会の指摘事項への対応（平成 24 年 6 月 27 日） 

No. 指摘事項 対応方針 備考 
1 航空機騒音について、防衛省では

WECPNL の平均ではなく「飛行しない

日も含め、１日の総飛行回数の少ない方

から数えて９０％に相当する１日の総

飛行回数を、その防衛施設における１日

の標準総飛行回数とする。」と定めてい

る。現地調査結果（Lden）から、１機の

エネルギーレベルがわかれば 132 機の

場合の数値が推計できるはず。データと

して確認すべきである。 

現地調査結果に基づき、飛行回数 132
回（市の測定結果において最も多い飛行

回数）を想定した予測計算を行いました。

その結果においても、WECPNL（61）、
Lden（50dB）共に I 類型の環境基準を下

回る結果でありました。 
なお、1 年間の飛行回数等につきまし

ては、関係機関に要請しましたところ、

情報の入手は困難であったため、現在把

握しうる最大の回数として 132 回を用い

ました。 

別紙－４ 
参照  

 

 

４． 水質 

１）事前の指摘事項への対応 

No. 指摘事項 対応方針 備考 
1 Ⅶ－４－１０の「工事による影響に対

する環境保全措置」において、「沈砂池」

の設置だけでなく、調整池内の土砂舞い

上がりが起きないような構造上の工夫

（整流板など）についての検討はできな

いか。 

工事期間中は、調整池内の土砂の舞い

上がり防止のため、吐き出し口（調整池

の入り口部分）にフトン篭を設置します。

また、仮調整池設置期間中は計画的に堆

積土砂の撤去を行い、下流への土砂の流

出防止に努めます。 

第1回審査会

資料 3－2 別

紙－７ 
参照 

２）第 1回審査会の指摘事項への対応（平成 24 年 6 月 27 日） 

No. 指摘事項 対応方針 備考 
1 特になし   

 

５． 土壌環境・地盤沈下 

１）事前の指摘事項への対応 

No. 指摘事項 対応方針 備考 
1 特になし   
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２）第 1回審査会の指摘事項への対応（平成 24 年 6 月 27 日） 

No. 指摘事項 対応方針 備考 
1 地盤沈下について、「沈下後の計画盛

土高は約 4.20～6.10ｍで終息する」と

あるが、盛土高と記載すると、盛土の厚

さとも捉えられるので、標高であること

を示すべきである。 

ご指摘のとおり、修正いたします。 別紙－５ 
参照  

2 液状化について、3m 付近に薄い砂層

があるようだが、液状化対策を行う深さ

と範囲を示すべきである。対策範囲が浅

ければ、サンドコンパクションパイル工

法以外の対策を選択することも考えら

れるので、その旨を明らかにすべきであ

る。 

現時点で想定される液状化予想範囲及

び対策工法の例を提示いたします。 
なお詳細な補足ボーリング調査は、工

事着手後（平成 24 年 11 月頃）に実施を

予定し、液状化が起こる可能性のある層

の分布を確定します。 
その上で、実施する工法を選択し、こ

れにより予測結果に変更が生じる恐れが

ある場合は、指導担当部署の助言を仰ぎ、

適切な対応を行います。 

別紙－６ 
参照  

 

 

６． 植物・動物・生態系 

１）事前の指摘事項への対応 

No. 指摘事項 対応方針 備考 
1 鳥類調査全体について、鳥類の繁殖期

である、5 月の中旬以降から 6 月一杯の

調査データがないのは致命的である。 
緊急的に調査をして、審査会に結果を

提示すべきである。また、荒井南の平成

23 年 6 月のデータがあるので、それを

利用して、繁殖期の鳥類相について、問

題があるかどうかを議論すべきである。

鳥類調査時期につきましては、4 月 26
～28 日、5 月７～8 日の 2 回実施するこ

とで、より確実に繁殖期の鳥類相を把握

できるよう努めました。その結果エゾム

シクイ・アカハラといった森林性夏鳥が

調査地域を通過することが確認されまし

た。 
繁殖期後期の鳥類相の把握につきまし

ては、6 月 21・22 日に追補調査を実施し、

新たに予測・評価すべき事項が確認され

た場合には、次回審査会で提示いたしま

す。 
【南地区繁殖後期のデータと荒井西地区

6 月 21・22 日速報】 
荒井南地区のデータを参照すると、繁殖

期後期に特徴的な鳥類としてカッコウが

挙げられますが、荒井西地区では 6 月

21・22 日の追補調査では確認されません

でした。これはオオヨシキリ等の托卵先

の種が乏しいことにも起因すると推察さ

れます。今回調査で新たに確認された種

は、ゴイサギ及びアオバトです。なお、

繁殖期前期で確認されたセッカは後期の

調査で確認されず、荒井西地区では繁殖

していないものと考えられます。 

第1回審査会

資料 3－2 別

紙－８ 
参照 
第2回審査会

資料 3－2 
参照 
 

注）赤文字は、6 月 27 日審査会資料より追加のある事項です。 
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No. 指摘事項 対応方針 備考 
2 準備書 VII-7-19 ページにオオタカが夏

季に記録されなかったという記録がある

が、ここで夏季といっているのは、実際

には平成 23 年の 9 月 11 日から 9 月 13
日であり、この時期にオオタカが見られ

なかったからといって、繁殖をしていな

いと結論付けるのは難しい。すでに巣立

って、ある程度分散している可能性があ

る。その旨を述べたうえで、平成 24 年度

の 5 月の調査において、オオタカの姿が

どの程度確認されたのか、それは、繁殖

の兆候を示すものなのかどうかを議論し

て、オオタカの繁殖について言及すべき

である。また、荒井南のデータを引用し

て、オオタカの繁殖可能性についてより

慎重に議論すべきである。 

オオタカの確認状況も踏まえ、営巣

していないと考えられる根拠を補強し

ました。 
なお、繁殖期前期に確認されたオス成

鳥は、3 月に事業区域外の電柱への止ま

り及び飛翔の 1 例のみであり、誇示行

動など特に繁殖にかかわる行動は確認

されていません。また梅ノ木地区や長

喜城地区の居久根でも（古）巣の存在

や繁殖の兆候は確認されていません。

（→p.Ⅶ-7-17） 
なお、荒井南地区においても、オオタ

カについては夏季の上空飛翔が 1 例の

みとなっており、同様に繁殖の可能性

は低いと推察されます。 

第1回審査会

資料 3－2 
別紙－９ 
参照 

3 オオタカが事業区域に営巣していない

理由として「まとまった森林環境がない

から」とあるが、関東ではかなり小さな

林分でも繁殖する例がある。林分の大き

さだけで判断するのは危険であり、そも

そも調査がいらなくなってしまう。また、

このような判断を繰り返していくと、小

さいながらも貴重な林分がどんどんとな

くなっていってしまう。 

調査地域における森林環境としては

梅ノ木地区や長喜城地区の居久根が考

えられますが、調査の結果、“（古）巣

の存在や繁殖の兆候は確認されず”と

の表現に改めました。 
なお、事業区域の唯一の樹林である居

久根については、その保全に向け最大

限の努力を進めているところです。 

第1回審査会

資料 3－2 
別紙－９ 
参照 

4 準備書 VII-7-19 ページの記述に、春季

に幼鳥が観察されたとある。これは時期

的に、前年生まれの個体だと思われるの

で、それを明記すべきである。春に幼鳥

がいるのに、開発を進めたと勘違いされ

てしまう。 
ただし、幼鳥がこういった環境で狩りを

したりしていることは、この場所の重要

性も指摘しておく。それについても十分

に触れるべきである。 

p.VII-7-19 表中の春季の“幼鳥”→

“若（鳥換羽の状況から前年生まれと

考えられる）”に修正します。（→p.Ⅶ
-7-19）また幼鳥の分散期における餌場

としての利用の可能性について加筆し

ました。（→p.Ⅶ-7-17） 

第1回審査会

資料 3－2 
別紙－９ 
参照 

5 マガンについて、本調査では記録され

ていないが、荒井南では記録されている

ため、今のままでは、調査に不備がある

と思われてしまう可能性がある。 
実際には、そのあたりを飛ぶ日もあれば

飛ばない日もあるといった程度の利用率

が、結果に反映されたものだと考えられ

るので、「本調査では見つかっていない

が、荒井南では見つかっている。しかし、

その飛行範囲も問題のあるものではな

い」ということを記載すべきである。 

荒井南地区で確認されているマガン

については、“上空飛翔 6 回確認し、農

耕地等へ下りて採餌・休息を行う個体

は確認されなかった”旨と確認いたし

ました。この内容を踏まえ、“渡り途上

での上空飛翔はあるものの、事業区域

におけるガン類の利用の可能性は低い

ものと考えられる”旨を加筆しました。 
なお、本事業においても、ハクチョ

ウ類を含め冬季の大沼及び周辺の利用

状況を調査いたしました。マガンにつ

いては確認されておりませんが、今後

ガン類が大沼を越冬地として利用した

場合には、ハクチョウ類と類似した利

用をするものと推察します。 
これらを踏まえ、加筆いたします。（→

p.Ⅶ-7-28；1p.増え） 

第1回審査会

資料 3－2 
別紙－10 
参照 
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No. 指摘事項 対応方針 備考 
6 準備書 VII-7-57 ページでアズマモグラ

に対しては、「段階的な施工を行い、自発

的な移動を促す」という配慮を行うとあ

るが、 
（１）どの場所からどの場所に向かって

“段階的に” 施行していくのか、 
（２）どの程度の時間的な間隔をあけな

がら“段階的に”施行していくのか、に

ついて具体的に説明すること。 

アズマモグラやその他の種の周辺環

境への自発的な移動を促すため、以下

のように段階的な施工を行います。 
（１）事業区域の西側から東側に向か

って施工していきます。 
（２）工区割りなど具体的なことは

現時点では未定ですが、全体工期とし

て 4 ヵ年をかけて実施していきます。

（→p.Ⅶ-7-58・p.Ⅶ-8-24・27） 

第1回審査会

資料 3－2 
別紙－11 
参照 
 

7 準備書 VII-7-57 ページ、６月～８月と

いう昆虫類の発生最盛期に調査が実施さ

れていないため、事業着工前（夏季）に

は追補調査を実施すべきである。また、

VII-7-9 ページに、９月中旬の調査が夏季

の調査として扱われているが、一般的に 9
月は秋季になるのではないか。 

9 月中旬は一般的には“秋”と捉えるべ

きですが、東日本大震災被災者受入の

ため、手続きを急ぐ必要がありました。

このため、まだ水田に水のある 9 月中

旬を“夏季”とみなし、調査に着手し

ました。しかし、昆虫類についてはご

指摘の通り、また VII-7-57 ページにお

示ししたとおり、荒井東地区とも比較

して調査時期に起因した可能性のある

未確認種は 54 種と考えられることか

ら、事業着工前の夏季に追補調査を行

い注目すべき種等の新規出現の確認を

行います。調査は 7 月上旬頃を予定し、

結果については次回審査会で速報いた

します。 

第2回審査会

資料３－２ 
参照 
 
 
 

8 準備書 VII-7-8 ページで、昆虫類の「①

任意採集」と「④目視観察」の記述がほ

ぼ同じになっているが、「④目視観察」は

採集を伴っていないのではないか。 

“目撃した昆虫類を記録した”と修

正いたします。（→p.Ⅶ-7-8） 
第1回審査会

資料 3－2 
別紙－12 
参照 

9 準備書 VII-7-45 ページの表 7.7.20(1)
及びⅦ-7-46 ページの表 7.7.20(2)の「種」

の欄の記述に不適切な部分があるので修

正すること。 

下記のとおり修正いたします。 
・○○属、○○科となっていたもの

は○○属の 1 種、○○科の１種に

修正 
・属名はイタリックに統一 
・H コカゲロウはウデマガリコカゲ

ロウに修正 
（→p.Ⅶ-7-46・47） 

第1回審査会

資料 3－2 
別紙－13 
参照 

10 準備書 VII-8-20 ページ、「調査地東側

の区域などに利用されない区域が見られ

る」という記述があるが、「西側」の誤り

ではないか。 

ご指摘のとおりであり、「西側」に修

正します。（→p.Ⅶ-8-20） 
第1回審査会

資料 3－2 
別紙－14 
参照 

11 植物相の資料は出来るだけ新しいもの

（仙台市内の事業なので「標本に基づい

た仙台市野生植物目録」（（財）仙台市公

園緑地協会）など）を参照して評価する

こと。 

ご紹介の資料も参考にし、次回審査

会で対応いたします。 
 

第2回審査会

資料３－２ 
参照 

12 今回代償措置を計画している種を、一

律に周辺水田に移植してよいかは疑問が

ある。特にカジイチゴとマキエハギは、

他の種と一般的な生育環境が必ずしも同

じではないと考えられるので、移植適地

には配慮が必要である。 

カジイチゴ（海岸の林縁）、マキエハ

ギ（岩場）については、水田環境は一

般的な生育環境とは異なりますが、確

認個体の生育場所と同等の環境への移

植を検討しました。 
 

 
 

注）赤文字は、6 月 27 日審査会資料より追加のある事項です。 
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No. 指摘事項 対応方針 備考 
13 ネズミノオなど、改変個体数が今回の

調査範囲で発見された個体数に対して相

対的に大きくなる種については、完全改

変される種と同様に代償措置をとった方

がいいのではないか。 

ネズミノオについては、確認個体数

自体が少ないため、ご指摘を受け、移

植の代償措置を講じます。（→Ⅶ-6-22・
29・32・33・34） 

第1回審査会

資料 3－2 
別紙－15 
参照 

14 表 7.6-3 植物相調査結果に不正確な部

分がある。（キウイ→キウイフルーツ、な

いしはオニマタタビ（キウイフルーツ）

と標記する、ビワやユキヤナギは本当に

自生？など、ユキヤナギの取り扱いは表

7.6-6 でも問題になるかもしれない。ま

た、ユキヤナギは表 7.6-9 でも登場し、4
個体のうち 3 個体が改変されることにな

る。これに保全対策をかけないのは問題

があるが、ユキヤナギが逸出であれば問

題は無くなる）。 

キウイ→キウイフルーツとしまし

た。 
ビワについては居久根での確認であ

ること、ユキヤナギについても本来の

生育環境と異なる立地であることに加

え、植栽樹としても一般的であること、

ご紹介いただきました「標本に基づい

た仙台市野生植物目録」（（財）仙台市

公園緑地協会）も参照し下記のとおり

としました。 
 ビワ→植栽 
 ユキヤナギ→逸出 
従いまして、ユキヤナギについては

確認された 4 個体のうち 3 個体が改変

されますが、保全対象にしないことと

します。（→p.Ⅶ-6-7・13・14・22・24） 

第1回審査会

資料 3－2 別

紙－16 参照 

２）第 1回審査会の指摘事項への対応（平成 24 年 6 月 27 日） 

No. 指摘事項 対応方針 備考 
1 アズマモグラ及びその他の種の周辺環

境への自発的な移動を促すため、造成工

事を 4 ヵ年かけて実施していくというこ

とだが、最初に一斉にプレロード工法で

盛土をするのであれば、アズマモグラの

移動が阻害されるのではないか。 

プレロード工法も一度に全範囲を施

工するのではなく、区域を分けて西側

から順に施工していきます。造成工事

は 4 ヵ年かかる計画ですが、プレロー

ド工法については、2～3 年程度はかけ

られる見込みです。 
なお、施工計画の詳細は未定である

ため、p.II-39 に施工概念図を示します。 

別紙－７ 
参照  

2 居久根について、予測の不確実性があ

るとの修正により、保全への対応が後退

しているようだ。保全措置はどの程度実

現可能なのか。 

居久根が永続的に残るかどうかは、

現状と同様、所有者の意向によって確

実ではないため、予測の不確実性があ

る旨を明記しました。 
本事業においては、区画道路による

改変範囲を最小限に抑えた土地利用計

画の策定、関係機関と協議する際の配

慮事項について準備書に記したとおり

確実に実施します。 
なお、居久根の所有者の意向確認を

行った後に、関係機関と協議を行った

中で、関係機関から、保存樹林制度の

ご紹介をいただきました。さらに今後

は事業者から所有者に対して居久根を

保全するよう働きかけて参ります。 
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No. 指摘事項 対応方針 備考 
3 植物の代償措置は、居久根が存続する

ことを前提条件としている。もし居久根

が伐採される可能性があるなら、公園に

移植する以外にも保存方法を考える必要

がある植物種もあると思われるので、例

えば野草園に引き取ってもらうなど、代

償措置を複数検討すべき。 
 

居久根の存続が困難な場合の代償措

置について、ご指摘を踏まえ、関係機

関と協議を行いました。別紙に協議の

状況を示します。 

別紙－８ 
参照  

 

７． 景観・自然との触れ合いの場・文化財 

１）事前の指摘事項への対応 

No. 指摘事項 対応方針 備考 
1 特になし   

２）第 1回審査会の指摘事項への対応（平成 24 年 6 月 27 日） 

No. 指摘事項 対応方針 備考 
1 特になし   

 

８．廃棄物 

１）事前の指摘事項への対応 

No. 指摘事項 対応方針 備考 
1 特になし   

２）第 1回審査会の指摘事項への対応（平成 24 年 6 月 27 日） 

No. 指摘事項 対応方針 備考 
1 特になし   

 

９．温室効果ガス 

１）事前の指摘事項への対応 

No. 指摘事項 対応方針 備考 
 熱帯材使用（準備書 VI-7 ページ）につ

いて、熱帯材使用に関しては、調整池を作

らないこととしたため、選定しないとして

いる。仮設調整池は作るとのことだが、配

慮しなくてよいのか。 

仮設調整池の設置に際しては、大規

模なコンクリート構造物は築造しな

いことから、大量な熱帯材の使用はあ

りません。 

第1回審査会

資料 3－2 
別紙－17 
参照 

２）第 1回審査会の指摘事項への対応（平成 24 年 6 月 27 日） 

No. 指摘事項 対応方針 備考 
1 特になし   
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II-30 

２．３．２ 造成計画 

本地区は概ね平坦な地形で、標高は約 3.0ｍ～6.0ｍの範囲で南東に向かって緩やかに傾斜

している。宅地整地の方針としては、土地利用計画との調整を図りつつ、現況地形、地区周

辺との調和、防災対策を考慮して定めることとする。 

設計条件は、宅地の高さを道路端部より 20cm 高を標準とし、既設道路及び既存住宅地に

摺り付ける箇所については，現況高さを重視する。 

また、宅盤のブロックごとの計画高は、最高部から約 0.5～1.0％程度の勾配により隅の高

さを設定し、これらの平均を宅盤の平均計画高とする。 

宅地造成における盛土量は、既存宅地部分を除き現況地盤と計画地盤との比高差は、平均

約 0.7ｍであるが、圧密沈下を平均約 30cm、復興支援の一環として東部地域の圃場整備事業

に表土を約 30cm 提供する予定のため、計画盛土高は平均約 1.3ｍとなり、土量は約 45 万

m3と想定する。盛土材は全て購入土で計画しているが、復旧・復興作業や、近隣他事業で発

生する土砂等について、再利用の可否を検討し可能なものであれば積極的に受け入れ、使用

する方針である。 

土量計画は表 2.3-4 に、土工計画図を図 2.3-9、盛土計画図を図 2.3-10 示す。 

 

表 2.3-4 土量計画 

種別 土量 備考 

盛土量 約 450,000 m3 購入土（平均 1.3m） 

切土量   約 136,000 m3 表土及び仮設調整池 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-9 土工計画図 

別紙－１
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６．仮設調整池計画 

別紙－２
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仮設調整池

　（仮）荒井地区土地区画整理事業区域内において，（仮）東部排水路が完成するまでの

期間仮設調整池によって，洪水調整機能を変化させることなく確保するものとする。

１.許容放流量の検討

　許容放流量は，調整池下流水路の現況，流下能力を算定し，決定する。

　農業用排水路から富岡堀への許容放流量は1.26 /sである。

・許容放流量

ha 45.6ha＋24.6ha(西側区域外)

0.0126 /s/ha×70.2ha＝0.884 /s

 比流量の算定 

祖度係数

0.025

⑤ 2.60×1.20 1/1250 1.464 3.655 1.287 2.840.013

1.156 3.16

3.166 1.278 2.47

3.6550.013 1.464

④ 2.60×1.20 1/1666 1.2680.013

①

③ 2.60×1.20 1/1250

2.753 1.041 2.64② 2.20×1.20 1/1428 1.3040.013

0.788

最小比流量断 面

ｍ ｍ/sec  /sec km2

1.26

 /s/km2  /s/km2
流域
記号

河床勾配 流 速 流 量 流域面積 比 流 量

1.203 0.950 1.262.12×0.90 1/833

 /s/ha比 流 量

調整池流域面積

許 容 放 流 量

0.0126

70.2

比流量算定図

11



２.計画基準

1) 計画対象降雨

　計画対象降雨は，下式の降雨強度式（10年確率）を用いて後方集中型の降雨波形

を作成し求める。

ｒ＝

ここに， ｒ ：降雨強度（mm/h）

ｔ ：流達時間（分）

2) 洪水ピーク流量

Ｑ＝ ×ｆ×ｒ×Ａ

ここに， Ｑ ：洪水ピーク流量（ /s）

ｆ ：流出係数

ｒ ：降雨強度（mm/h）

Ａ ：流域面積（ha）

3) 流出係数

流出係数は，下表に示す値を標準とし，排水区域全体を加重平均で求める。

 庭園を多く持つ地域(既存)

 駐　車　場

 透水性舗装

 公      園

 調  整  池

※透水性舗装の流出係数については，「構内舗装･排水設計基準及び同解説」より。

360

1

 用途地域別平均流出係数の標準値 

ｔ＋30

4,700

流 出 係 数 採 用 値

住 宅 地 域 0.35 0.35

用 途 地 域 の 種 類

屋 根 0.85 ～ 0.95 0.90

道 路 0.80 ～ 0.90 0.85

歩 道 0.30 ～ 0.40 0.35

緑 地 0.05 ～ 0.25 0.15

水 面 1.00 1.00

間 地 0.10 ～ 0.30 0.20

流出係数 面    積 面 積 比 率 流出係数

ci × pi

住 宅 地 域 0.35 2.76 0.0605 0.021

地 表 面 の 種 類
(ci) (ha) (pi)

0.314

道 路 0.85 12.31 0.2700 0.229

屋 根 0.90 15.91 0.3489

0.023

緑 地 0.15 2.92 0.0640 0.010

歩 道 0.35 2.97 0.0651

1.0000 0.635

間 地 0.20 8.73 0.1914

0.640

 事業予定地内流出係数の算定 

採 用 値

0.038

計 45.60
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4) 仮設調整池の容量算定条件

　仮設調整池の容量算定を行うにあたり，算定条件を以下のとおりとする。

：ポンプ排水

：オリフィス ：1.300ｍ

：0.450ｍ

：0.450ｍ

：0.60

：4,320分（72時間）

5) 仮設調整池の洪水調節数値計算

　洪水調節数値計算は，流入量と流出量との差が仮設調整池に水平に貯留するもの

として，連続の式を用いる。

① 基本式

Ｖ(t+Δt)＝Ｖ(t)+{Ｉ(t+Δt/2)-Ｏ(t+Δt/2)}・Δt

ここに， Ｖ ：貯留量（ ）

I,Ｏ ：流入量及び流出量（ ）

ただし，

；Ｏ(t+Δt/2)＝

Δt ：計算時間ピッチ（sec)

② 放流量

　調整池からの放流量は，下式により求める。

ａ＝Qk/(C√2×ｇ×ｈ）

ここに，ａ：オリﾌィス断面積(㎡)

Qk：オリﾌィスからの流出量(㎡/sec)

C ：流出係数(0.6)

ｇ：重力の加速度　9.8ｍ/sec

h ：設計水頭(ｍ)

ci × pi

事 業 区 域 0.64 45.60 0.6496 0.416

(ha) (pi)

0.193

計 70.20 1.0000 0.608

西　側(下水道区域) 0.55 24.60 0.3504

採 用 値 0.610

 事業予定区域外を含む流出係数の算定 

放 流 方 法

放 流 施 設

地 域 の 種 類
流出係数 面    積 面 積 比 率 流出係数

(ci)

降雨継続 時間

標 高

幅

高

流出係数

I(t+Δt)+I(t)

2

O(t+Δt)+O(t)

2
I(t+Δt/2)＝

13



３.設計条件

　単位流出抑制容量については，貯水追跡計算（出し入れ計算）を行い容量を決定する。

ha

ha

 /ha

４.仮設調節容量

1) 流出抑制容量

　流出抑制容量計算結果を下記に示す。

× ＝ ≒ 20,400 

2) 堆積土砂量〔丘陵地調整池のみ算定〕

　計画地域は平地部であり，堆積土砂量は見込まないものとする。

５.仮調整池容量

　仮設調整池容量は，下式（両端断面平均法）で求める。

dＶ＝Σ（a1＋a2／2×dh）

ここに， dＶ ：仮設調整池容量（ ）

a1 ：標高Ｈの面積（㎡）

a2 ：標高Ｈ＋dhの面積（㎡）

dh ：標高差（ｍ）

・仮設調整池水位諸元

▽4.00

調整池底高

27,236 ダ ム 高

3.40

4.00 0.60 11,070 6,642

0.40 10,60010,790

16,354

9,480

4,240 20,594 H.W.L≧20,400m3
3.00 1.00 9,945 9,94510,410

2.00 0.70 9,155

1.30 8,830

累計容量 備        考
（ｍ） （ｍ） （㎡） （ ） （ ）

面   積
（㎡）

標  高

70.20ha 20,358  290 /ha

11,350

池    底

6,409 6,409

容   量

 仮設調整池容量 

調 整 池 の 分 類 平地部恒久調整池

調整池流域面積 ７０.２

ダム高

2
,
1
0
0

ｵﾘﾌｨｽ

開 発 行 為 面 積 ４５.６

単位流出抑制容量 ２９０

高  さ 平均面積

6
0
0

2
,
7
0
0

▽1.30

設計貯水容量
V=20,400 

調整池 H.W.L ▽3.40
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II-26 

（3）仮設調整池計画 

仙台市下水道課との協議を踏まえ、雨水排水は（仮称）東部排水路（平成 28 年度末の完

成予定）に接続するものとするが、（仮称）東部排水路が完成するまでの期間は仮設調整池を

設置し、洪水調整機能を変化させることなく確保するものとする。仮設調整池の配置位置に

ついては南東部の農業用排水路に接した位置に計画する。 

なお、仮設調整池は、コンクリートは使用せず、簡易に植生マットで対応する。また、東

部排水路接続後は埋め戻し、コンクリート製の流入口、排出口はあわせて撤去する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-6（1） 仮設調整池計画 

別紙－３
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II-27 

 

※フトン篭工、流入口、流出口（ポンプ、減勢槽含む）及び植生マットは、埋め戻し時に撤去する 

 

図 2.3-6（2） 仮設調整池計画 

 

 

 

(4)用水・排水処理計画 

用水・排水（農業用・排水のほか雨水・下水を含む）は、施行地区一帯がほぼ同一の分水

区に属しているため、上流部の取水ゲート閉鎖により地区内の用排水を止めることが可能で

ある。 

地区南側隣接農地の地権者の営農継続意向によっては用水の確保が課題となるが、今後の

協議とする。本事業では、地区内の用排水路を廃止することを前提とする。 

用水・排水路の現況を図 2.3-7 に、用排水路整備計画を図 2.3-8 に示す。 

 

植生マット断面図 

仮設調整池平面図 

51



II-42 

（1）航空機騒音 

WECPNL 注 1）（単位なし）に加え、Lden
注 2）（単位：dB）についても集計した。その結果、

WECPNL（53）、Lden（42dB）共に I 類型の環境基準を下回る結果であった。また、市の測

定結果と比較しても、最も低いレベルの地点とほぼ同等の結果であった。 

なお、調査期間中の一日の航空機飛行回数が 6～61 回であったことから、さらに現地調査

結果に基づき、飛行回数 132 回（市の測定結果において最も多い飛行回数）を想定した予測

計算を行った。その結果においても、WECPNL（61）、Lden（50dB）共に I 類型の環境基準

を下回る結果であった。 
注 1）WECPNL：加重等価平均感覚騒音レベル。航空機騒音に係る現行の指標。 
注 2）Lden：時間帯補正等価騒音レベル。平成 25 年 4 月より航空機騒音の評価指標となる。 

 

（2）一般環境騒音 

特定の音源を対象としない一般環境について、航空機騒音を加味した場合と異常音として

除外した場合の 2 ケースの LAeq
注 3）（単位：dB）を集計したところ、航空機の飛行がある昼

間の時間帯の平均値で 1dB 程度の差が認められた。  
注 3）LAeq：等価騒音レベル。一般環境騒音や道路交通騒音の評価指標。 

 

（3）道路環境騒音 

一般環境騒音と同様に、航空機騒音を加味した場合と異常音として除外した場合の 2 ケー

ス LAeqを集計したところ、ほとんどの地点で同等の値となり、自動車による騒音の方が卓越

しているものと考えられる。ただし、飛行場に最も近い 1 地点ではやはり 1dB 程度の差が認

められた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4-1 騒音調査地点 

別紙－４
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＜航空機騒音＞ 

○総括表 

項目 
測定期間内 

１日平均飛行回数 
測定期間内 

平均 
評価 

環境基準 
（Ⅰ類型：現時点※） 

環境基準 
（II 類型：調査時※）

WECPNL 53  ○ 70  75 
Lden(dB) 

23 
42  ○ 57  62 

 ※平成 24 年 5 月 18 日に、調査地点を含む事業区域が市街化区域に編入され、用途地域が第一種低層住居専用地

域となったことから、航空機騒音に係る環境基準の地域の類型が変更されていることを示す。 

 

○週間測定記録表 
測定日 

項目 
10 月 
23 日 

10 月 
24 日 

10 月 
25 日 

10 月 
26 日 

10 月 
27 日 

10 月 
28 日 

10 月

29 日

WECPNL※1 46.3 54.4 50.4 56.4 55.2 48.5 51.1 
ピークレベルのパワー平均(dB) 62.5 67.4 65.1 68.5 63.7 66.0 70.3 

飛行回数 12 25 17 31 61 9 6 
N1     1   
N2 12 25 17 31 60 9 6 
N3        

時間帯ごとの 
機数 

N4        
 

測定日 
項目 

10 月 
23 日 

10 月 
24 日 

10 月 
25 日 

10 月 
26 日 

10 月 
27 日 

10 月 
28 日 

10 月 
29 日 

Lden(dB)※2 37.0 44.3 40.4 44.2 45.0 36.9 37.4 
LAE,d 75.6 79.7 77.4 78.6 75.9 76.7 78.9 
LAE,e        

時間帯ごとの 
LAEの平均 

(dB) LAE,n     76.2   
飛行回数 12 25 17 31 61 9 6 
d(午前 7 時～午後 7 時) 12 25 17 31 60 9 6 
e(午後 7 時～午後 10 時)        時間帯ごとの 

機数 n(午前 0 時～午前 7 時、 
午後 10 時～午後 12 時) 

    1   

 ※1 「WECPNL」の算出式 
WECPNL＝dB(A)+10log10N-27 

ここで、dB(A)：１日のすべてのピークレベルのパワー平均 
N：N1（午前０時から午前７時までの間の航空機の機数）、 

N2（午前７時から午後７時までの間の航空機の機数）、 
N3（午後７時から午後 10 時までの航空機の機数）、 
N4（午後 10 時から午後 12 時までの間の航空機の機数） 
とした場合における次により算出した値 
Ｎ＝Ｎ2＋３Ｎ3＋10（Ｎ1＋Ｎ4） 
 

 ※2 「Lden」（時間帯補正等価騒音レベル）の算出式 
 
 
 

ここで、ｉ、ｊ、ｋ：各時間帯で観測標本のｉ番目、ｊ番目及びｋ番目のこと 
ＬAE,di：午前 7 時から午後 7 時までの時間帯におけるｉ番目のＬAE 
ＬAE,ej：午後 7 時から午後 10 時までの時間帯におけるｊ番目のＬAE 

ＬAE,nk：午前 0 時から午前 7 時まで及び午後 10 時から午後 12 時までの時間帯における 
ｋ番目のＬAE 

Ｔ0：規準化時間（1 秒） 
Ｔ：観測１日の時間（86400 秒） 

 

 





















  

k

L

j

L

i

L kji

T

T
L 10/1010/510/0

10den
nAE,eAE,dAE, 101010log10
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○参考 仙台市航空機騒音測定結果 
地 
点 

調査地点 
地域 
類型 

調査実施期間 
調査
日数

測定期間内 
１日平均飛行回数

測定期間内 
平均 WECPNL 

環境基準
(WECPNL)

1 若林区沖野 7 丁目(1) Ⅰ H22.11.5～11.11 7 日 132 68 70 
2 若林区遠見塚東 Ⅱ H22.9.9～9.15 7 日 63 66 75 
3 若林区古城 3 丁目 Ⅱ H22.11.13～11.19 7 日 8 53 75 
4 若林区霞目 2 丁目 Ⅱ H22.9.1～9.7 7 日 6 55 75 
5 若林区沖野字高野南 Ⅱ H22.4.20～12.7 231 日 29 58 75 
6 若林区沖野 7 丁目(2) Ⅰ H22.10.13～10.19 7 日 72 59 70 

出典：公害関係資料集 平成 23 年版（平成 23 年 10 月 仙台市環境局） 

 

＜航空機騒音の予測について＞ 

調査時の 1 日の航空機飛行回数は、前頁のとおり、期間中 6～61 回であったことに対し、市の測

定結果においては、上表のとおり、測定期間内 1 日平均飛行回数が最大 132 回と、調査時よりも飛

行回数の多い場合があることを確認した。そこで、日別の飛行回数について、関係機関に確認した

ところ、情報の入手は困難であったことから、現時点で把握しうる最大飛行回数として、調査時に

おける 1 日平均飛行回数を 132 回と想定して、航空機騒音の予測計算を行った。 

WECPNL の予測計算は、ピークレベルのパワー平均（dB(A)）は日々の現地調査結果と同じとし、

飛行回数を 132 回と想定して、前頁で示した WECPNL の算出式を用いて行った。また、Ldenの予

測計算は、時間帯ごとの LAE（航空機騒音の単発騒音暴露レベル）の平均は日々の現地調査結果と

同じとし、飛行回数を 132 回と想定して、前頁で示した Ldenの算出式を用いて行った。 

なお、飛行回数 132回についての時間帯ごとの配分は、日々の現地調査結果の比率と同じとした。 

予測計算の結果、WECPNL は 61、Ldenは 50dB となり、I 類型の環境基準を下回っていた。 

 

○総括表 

項目 予測期間内１日平均飛行回数 予測期間内平均 評価 環境基準（Ⅰ類型） 
WECPNL 61  ○ 70  
Lden(dB) 

132 
50  ○ 57  

○日別予測結果 
予測した日 

項目 
10 月 
23 日 

10 月 
24 日 

10 月 
25 日 

10 月 
26 日 

10 月 
27 日 

10 月 
28 日 

10 月 
29 日 

WECPNL 56.7 61.6 59.3 62.7 58.7 60.3 64.5 
ピークレベルのパワー平均(dB) 62.5 67.4 65.1 68.5 63.7 66.0 70.3 

飛行回数 132 132 132 132 132 132 132 
N1     3   
N2 132 132 132 132 129 132 132 
N3        

時間帯ごとの 
機数 

N4        
 

予測した日 
項目 

10 月 
23 日 

10 月 
24 日 

10 月 
25 日 

10 月 
26 日 

10 月 
27 日 

10 月 
28 日 

10 月 
29 日 

Lden(dB) 47.4 51.5 49.3 50.5 48.6 48.5 50.8 
LAE,d 75.6 79.7 77.4 78.6 75.9 76.7 78.9 
LAE,e        

時間帯ごとの 
LAEの平均 

(dB) LAE,n     76.2   
飛行回数 132 132 132 132 132 132 132 
d(午前 7 時～午後 7 時) 132 132 132 132 129 132 132 
e(午後 7 時～午後 10 時)        時間帯ごとの 

機数 n(午前 0 時～午前 7 時、 
午後 10 時～午後 12 時) 

    3   
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イ．最終沈下量が計画盛土高で終息する盛土厚（余盛り量） 

計画盛土厚で発生する沈下量により、沈下終息後の盛土天端が計画ラインより最大 31cm

程度低くなる検討結果が得られたため、沈下量を考慮した施工盛土厚の予測を行った。 

圧密理論式を基本とした理論的解析（予測式１）を用いて算出した沈下予測結果は、表

7.5-16 に示すとおりである。 

計画盛土厚（0.88～1.54ｍ）に対する最終沈下量が 8～31ｃｍ程度であり、沈下後の盛土

天端高は標高 4.12～5.94ｍと予測していた。その結果表 7.5-17 に示すとおり、盛土厚を 9

～49ｃｍ増やすことで、沈下後の計画盛土高は標高約 4.20～6.10ｍで終息するものと予測さ

れる。 

表 7.5-17 余盛り量を踏まえた沈下予測結果 

盛土条件（ｍ） 

検討 
地点 

 
基礎地盤
の地質 

 

※1 

盛土 
基面高 

（標高） 
H1 

   ※2 

盛土 
天端高 

（標高）
H2 

計画 
盛土厚 

D 

最終 
沈下量 
S（ｍ） 

沈下後の盛
土天端高 
（標高） 

H（ｍ） 

圧密度90％
到達日数
（日） 

    ※3

B-1 粘性･有機 4.75 6.11 1.36 0.41 5.70 131 

B-2 粘性･有機 3.52 4.97 1.45 0.17 4.80 75 

B-3 粘性･有機 3.08 4.30 1.22 0.10 4.20 11 

B-4 粘性･有機 5.72 6.92 1.20 0.32 6.60 259 

B-5 粘性･有機 4.44 5.67 1.23 0.17 5.50 29 

B-6 粘性･有機 3.72 4.69 0.97 0.09 4.60 19 

B-7 粘性･有機 3.60 4.81 1.21 0.11 4.70 27 

B-8 粘性･有機 4.93 6.59 1.66 0.49 6.10 376 

B-9 粘性･有機 4.33 5.54 1.21 0.14 5.40 33 

B-10 粘性土 3.65 5.31 1.66 0.31 5.00 63 

B-11 粘性･有機 4.96 6.56 1.60 0.36 6.20 103 

※1：粘性・有機はそれぞれ粘性土、有機質土を示す。 

※2：盛土基面高は、東北地方太平洋沖地震による復興支援（圃場整備）の一環として表土を提供する事としている。

そのため、表土のすきとり分を考慮し、現況地盤から30ｃｍ分を除外した。 

※3：盛土速度30ｃｍ/dayとした場合の、盛りたて完了後からの経過日数を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※修正例として、準備書Ⅶ-5-30 ページを示します。

 その他のページについても同様に修正します。 

別紙－５
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図 7.5-11 液状化対策検討範囲（As2 層） 

 

表 7.5-25 Ｄcy 法による変異量の予測結果（350Gal 時） 

別紙－６
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図 7.5-12（2）液状化の危険性が高い地質（モデル図：S4～Bo-6～S5～S6 断面） 

図 7.5-12（1） 液状化の危険性が高い地質（モデル図：S2～S6 断面） 

液状化の発生度が高い地質

液状化の発生度が高い地質
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３）環境の保全及び創造のための措置 

（1）工事による影響（地盤沈下） 

本事業はプレロード工法の採用により、圧密沈下の残留沈下量は1ｃｍ～7ｃｍとなると予測

した。 

また、本事業の実施にあたっては、周辺地域における住宅その他の建物等への地盤沈下の影

響に対してさらに、以下の環境保全措置を講ずることとする。 

・工事期間中、事業区域内の地盤高を測量し、動態観測を行う等、その変動を把握しながら

工事を進める。 

 

（2）存在による影響（地盤沈下） 

本事業はプレロード工法の採用により、圧密沈下の残留沈下量は、木造布基礎の圧密沈下に

おける許容沈下量参考値の10ｃｍ以内であり、基盤整備後の建築物等の施工に伴う圧密沈下の

影響は、木造布基礎の圧密沈下における許容沈下量の範囲内と予測した。 

また、本事業の実施にあたっては、事業区域内に建設される住宅その他の建物等への地盤沈

下の影響に対してさらに、以下の環境保全措置を講ずることとする。 

・事業区域及び周辺地区の事前建物調査及び、沈下の即止と周辺への影響を回避するため動

態観測を行う。 

・建築着工前にサウンディング試験（２宅地に１箇所程度）等により、建築基準地盤の強度

（粘性土は約30kN/㎡）の確認を行う。 

 

表 7.5-25 環境の保全のための措置の検討結果整理 

環境保全措置 事前建物調査 
地盤高測量による動態観測 

建築着工前の基礎地盤強度の確認 

実施期間 工事中 
実施位置 事業区域内及び隣接周辺地区 

効果及び変化 効果を定量的に把握できないが、実行可能な範囲で影響を低減できる。 
実行可能性 可能 
副次的な影響 なし 

 

（3）存在による影響（地盤沈下：液状化現象） 

    マグニチュード 7.3 クラスの地震等が発生した場合、液状化が起こる可能性がある砂層

（As1）があり、想定される沈下量は最大で 3.5cm と予測した。本事業の実施にあたっては、

液状化に対する環境保全対策として以下の措置を講ずることとする。 

    ・液状化の可能性がある As1 層、As2 層は、土質試験の結果事業区域内に多く分布してい

る事が確認されたため、工事着手後に補足ボーリング調査を実施し、分布を詳細に把握す

る。 

    ・液状化対策工法としては土質性状、対策範囲、深さを見極め、置換工法、深層混合処理

工法強固に締固めた砂杭を地中に造成して地盤を改良する、バイブロフローテーション工

法、サンドコンパクションパイル工法、グラベルドレーン工法等、適切な工法を選定して

実施する。 
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    なお、選定した液状化対策工法により、予測結果に変更が生じる恐れがある場合は、指導

担当部署の助言を仰ぎ、適切な対応を行う。 

 

 

表 7.5－26 環境の保全のための措置の検討結果整理 

環境保全措置 十分な法面の転圧 
工事着手前の砂層 

分布の把握 
地盤改良による液状

化対策 
実施期間 工事中 
実施位置 事業区域内外 

効果及び変化 効果を定量的に把握できないが、実行可能な範囲で影響を低減出来る。 
実施可能性 可能 
副次的な影響 なし 

 

 

表 7.5－27 液状化対策工法の例 
工法 施工原理 適用深度 改良効果 特徴 

置換工法 粒度改良または固結 GL-6ｍ程度 良質土・砕石な

どにより有効 
安価である。 

深層混合処理

工法 
粒度改良または固結 GL-30ｍ程度 配合量による 動圧密工法では施工が難しい現場で

の対応が可能で低振動である。 
バイブロフロ

ーテーション

工法 

圧密の増大 GL-20ｍ程度 N値15～20程度

まで 
振動が比較的大きいため、近隣構造物

（家屋）の近くでは施工できない。工

事コストが嵩む。 
サンドコンパ

クションパイ

ル工法 

圧密の増大 GL-35ｍ程度 N値25～30程度 振動が比較的大きいため、近隣構造物

（家屋）の近くでは施工できない。工

事コストが嵩む。 
グラベルドレ

ーン工法 
間隙水圧の消散 GL-20ｍ程度 圧密の増大に対

して次善の策 
振動は比較的小さい。 
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２．３．３ 埋蔵文化財の調査・保全計画 

当地区は、仙台東郊条理跡及び中在家南遺跡の隣接地に当たるため、文化財保護法の趣旨

及び適用措置を尊重して事業を進めることとし、造成工事に先立ち試掘・確認調査を行い、

遺構、遺物等が確認された場合は本発掘調査を実施する。 

保全すべき遺跡等が確認された場合は、公園を配置して遺跡の保全に配慮する。 

 

２．３．４ 工事工程計画 

工事期間は、平成 24 年 12 月～平成 29 年 9 月の 4 年 10 ヶ月とし、このうち、仮設調整

池の宅地化を除いた部分は平成 28 年 12 月に竣工する計画である。 

施工は、事業区域の西側から東側に向かって、約 4 ヵ年をかけ段階的に行う。施工概念を

図 2.3-12 に示す。 

工種別工事工程計画を図 2.3-12 に、重機ユニット及び工事用車両台数を表 2.3-5 に示す。 

 

 
施工範囲 平成 24 年 

12 月  平成 28 年 
12 月 

区域西側 
 

  

区域中央部 
  

 

区域東側  
  

図 2.3-12 段階的施工概念 

西側から東側へ向かって段階的な施工を行う 

およそ 1 年

およそ 2 年

およそ 1 年 

別紙－７
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居久根の注目すべき種の代替措置の検討について 

 

居久根の存続が困難な場合の代償措置について、移植先として、公共施設への移植を検

討し、仙台市百年の杜推進課及び公園課と協議を行った。概要を以下に示す。 

 

●協議結果概要 

・野草園も含む既存の公園については、植栽の量や種類のバランスを考慮して計画され

ていること等から、植物の移植受入は困難である。 

・特に、野草園については、現状でも間伐が必要な部分もあるほどであり、移植できる

スペースは無い状態である。 

・隣接する新規公園への移植については、所有者からの寄付という形でなら協議の内容

次第では受け入れ可能である。 

 

なお、この他、大学等の研究機関への移植受入要請を行うことも考えられるが、事業と

の関連が希薄な場所では、経緯の継承や管理責任の所在が不明確になる恐れがあり、現実

的ではないと考えられる。 

また、居久根の植物は個人の所有物であるため、所有者が伐採し利用（材、燃料として

の活用や、売却など）することを希望し、移植を希望しない場合もありうる。 

一方で、事業実施後に、所有者の個人負担により移植を行うことはさらに困難である。 

これらのことから、現時点では、所有者都合による居久根の注目すべき種の改変につい

て、代償措置としての移植は極めて難しく、事業者の責任において実施する保全措置は、

本事業による改変に伴い消失する注目すべき種の移植措置にとどめざるを得ない。 

 

 

居久根の保全についての取組みを以下に示す（事業者として取組みが可能なもの） 

 ○居久根周辺について、区画道路の整備等を必要最小限にとどめ、居久根としての景観

を保全する計画とする。 

 ○居久根に隣接し公園を配置し、居久根とのつながりを持たせるような樹種の選定を可

能な限り今後協議していく。 

○所有者に対し、居久根の保全に関連する提案を行う。 

   ＊居久根所有者へ保全の際に利用可能な制度の紹介（保存樹林制度）。 

   ＊居久根所有者に対し、居久根内の「注目すべき種」の存在について現況を伝え、

今後の保全等について働きかける。 

   ＊居久根内の樹木について、今後伐採されることがあった場合も、代替の苗木を植

えることなどで居久根としてのまとまりを維持していけることなどを伝える。 

別紙－８
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